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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電子機器の搭載筐体において、内蔵する電子機
器に生じた振動を効果的に制振する。
【解決手段】防振構造を有するハードディスク装置１６
０のシャーシ１１０であって、ハードディスク装置１６
０は、対向する一対の側面に備えられた弾性を有する複
数個のダンパ１４０を備えており、シャーシ１１０は、
ハードディスク装置１６０のダンパ１４０が設けられて
いない側面と対向する面に衝撃吸収部１１１を備えてい
る。
【選択図】図１



(2) JP 2009-70530 A 2009.4.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器の搭載筐体であって、
　上記電子機器は、対向する一対の側面に、弾性を有する複数個の振動減衰手段を備えて
おり、
　上記搭載筐体は、上記電子機器の上記振動減衰手段が設けられていない側面と対向する
面に、制振手段を備えていることを特徴とする電子機器の搭載筐体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器の搭載筐体に関し、さらに詳しくは、ダンパおよび制振部材によっ
て、搭載筐体外部からの電子機器への振動を制振する構造を有する電子機器の搭載筐体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、精密な電子機器を振動や衝撃から保護して使用するための技術が開発されて
いる。例えば、上記のような精密な電子機器として、記録容量が大きく、高速に大量のデ
ータを読み書きすることのできる記録再生装置であるハードディスク装置を振動や衝撃か
ら保護して使用するための需要が高まっている。
【０００３】
　ハードディスク装置は、大容量の記録容量を実現するために、極めて高密度に情報を記
録・再生する記録再生手段である磁気ヘッドを備えている。例えばハードディスクでは、
円盤状のディスクに微細な記録領域を形成し、上記の磁気ヘッドをディスク上の記録領域
に対して高精度に位置決めして情報を読み書きすることによって高密度な情報を記録し、
再生している。また、大容量を実現するために、磁気ヘッドとディスクとは非常に小さな
間隔を保持した状態で情報を記録再生している。つまり、ハードディスク装置などの大容
量の記録再生装置では、動作中の磁気ヘッドの位置の再現性がきわめて重要であり、高精
度の位置決め精度が要求されている。
【０００４】
　このため、ハードディスク装置などは外部からの振動や衝撃に弱いことが知られている
。外部から振動や衝撃が加わると、磁気ヘッドの位置にぶれが生じ、正確な記録再生が行
えなくなるためである。また、振動や衝撃が大きくなると、ディスク上に磁気ヘッドが接
触し、磁気ヘッドやディスクなどを物理的に損傷し、記録再生が行えないようになる場合
がある。そのため、今日では記録再生を行わない場合には、磁気ヘッドがディスクから離
れた位置に移動するような機構も実現されている。また、ハードディスク装置が落下の重
力や衝撃を感知した場合に、磁気ヘッドがディスクから離れた位置に移動するような機構
も実現されている。
【０００５】
　また、ハードディスク装置の内部に生じる振動の影響を低減するための技術として、電
気配線をＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）によって接続し、さらにＦＰＣに空洞（ス
リット）を設けることによって特定周波数の固有振動数を低減する技術（特許文献１）が
知られている。特許文献１では、ハードディスクドライブ内に物理的に生じる振動エネル
ギーの特定周波数での固有振動数をＦＰＣに設けたスリットの形状によって制御し、ハー
ドディスク装置の動作を安定させる技術を開示している。
【０００６】
　一方、ハードディスク装置はその動作時において振動などに弱いのであるが、その大容
量の記録容量を持ち運ぶ用途としても重宝されている。例えばノートパソコンなどの持ち
運び型のコンピュータの記録再生装置や、車載型道路ナビゲーションシステムの記録再生
装置など、現在では大容量の電子情報を持ち運ぶ手段として広く用いられている。このよ
うにハードディスク装置を振動の発生する環境で使用する場合には、ハードディスク装置
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の周囲に振動を吸収するためのダンパを設け、ハードディスク装置自体に外部の振動が伝
わりにくくする技術などが知られている。
【０００７】
　また、上記のようなハードディスク装置を従来の記録媒体、例えばコンパクトディスク
（CD:Compact Disk）やＤＶＤ（Digital Versatile Disk）のように取り替え可能な大容
量記録媒体として用いることも行われている。これは、例えば特許文献２に開示されてい
る情報記憶装置のように、ハードディスク装置を備えるＨＤＤユニットが着脱機構を備え
ており、ハウジングに着脱されるなどの方法によって実現されている。また特許文献３に
開示されているハードディスク装置のように、着脱可能なＨＤＤユニットが振動減衰手段
を備えており、大容量の電子情報を着脱可能に持ち運ぶ技術も知られている。
【０００８】
　このような技術を用いることによって、ＣＤやＤＶＤでは実現が困難である大容量の記
録容量を自由に着脱して取替え、高速に読み書きする記録再生装置が実現されている。
【特許文献１】特開２００３－１８７５３７号公報（平成１５年（２００３年）７月４日
公開）
【特許文献２】特開平１１－１４９７５３号公報（平成１１年（１９９９年）６月２日公
開）
【特許文献３】特開２００３－３１４６１３号公報（平成１５年（２００３年）１１月６
日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の構成では、内蔵する電子機器に生じた振動を効果的に収束さ
せ、制振することが難しいという問題点を有している。
【００１０】
　従来は、電子機器ユニット外に生じた振動が内蔵する電子機器に伝わり、電子機器が振
動した場合には、電子機器ユニットと電子機器の搭載筐体との間に設けられるダンパなど
の振動減衰手段によって電子機器の振動を減衰していた。
【００１１】
　しかしながら振動減衰手段での振動の減衰を早く収束させようとすると、振動減衰手段
の弾性を大きくする必要があり、振動を効果的に和らげる効果が得られにくかった。また
、振動を和らげるために振動減衰手段の弾性を小さくすると、振動がなかなか減衰しなか
った。そのため、上記振動減衰手段を多数用いる方法も行われていた。
【００１２】
　図５は、特許文献３に開示されたＨＤＤユニット５００の平面図である。図５に記載す
るＨＤＤユニット５００では、ハードディスク装置５６０の底面に設けられた振動減衰手
段５４１によってＨＤＤユニット５００に設置されているとともに、防振ダンパ５４２に
よってシャーシ５１０に保持されている構成であり、多数の振動減衰手段を用いる方法に
ついて開示している。
【００１３】
　図６は、特許文献３に開示されたＨＤＤユニットを横から見た場合の平面図である。図
６に記載するＨＤＤユニット５００では、ハードディスク装置５６０がシャーシ５１０の
底面に設けられた振動減衰手段５４１によって設置されている。また紙面の手前側及び向
こう側（図５及び図６に記載するｘ軸の方向）に防振ダンパ５４２が設けられている。
【００１４】
　このとき、振動減衰手段５４１がハードディスク装置５６０の底面に設けられており、
防振ダンパ５４２がハードディスク装置５６０の対向する側面に設けられているので、振
動減衰手段５４１及び防振ダンパ５４２のそれぞれの振動減衰作用が十分に発揮されにく
いという問題があった。
【００１５】
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　例えば、ＨＤＤユニット５００が上下方向（図５及び図６に記載するｚ軸の方向）に動
くと、ハードディスク装置５６０は上下方向に揺すられると共に振動減衰手段５４１及び
防振ダンパ５４２の振動減衰効果によって動きが抑制される。
【００１６】
　一方、左右方向または前後方向（それぞれ図５及び図６に記載するｘ軸の方向及びｙ軸
の方向）に揺すられた場合、ハードディスク装置５６０は振動減衰手段５４１を軸として
左右または前後に振れながら揺れ動こうとすると同時に、防振ダンパ５４２の振動減衰効
果によって動きが抑制されることになる。このとき、ＨＤＤユニットの左右方向または前
後方向では、ハードディスク装置５６０の底面に設けられている振動減衰手段５４１によ
って内蔵されているハードディスク装置５６０の動きが制限されていた。
【００１７】
　また、ハードディスク装置５６０の側面に振動減衰手段が設けられている構成でも、上
述のように振動減衰手段の弾性だけで振動を制御することが難しかった。
【００１８】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、内蔵する電子
機器に生じた振動を効果的に抑制または緩衝する構造を有する電子機器の搭載筐体を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の電子機器の搭載筐体は、上記課題を解決するために、電子機器の搭載筐体であ
って、上記電子機器は、対向する一対の側面に、弾性を有する複数個の振動減衰手段を備
えており、上記搭載筐体は、上記電子機器の上記振動減衰手段が設けられていない側面と
対向する面に、制振手段を備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　上記の構成によれば、電子機器は、その一対の側面に、弾性を有する複数個の振動減衰
手段を備えることにより、搭載筐体に設置されている。弾性を有する振動減衰手段は、搭
載筐体に外部から加えられた振動を和らげつつ、搭載筐体内部に搭載された電子機器の揺
動する振動周波数を下げることができる。一般的に振動周波数を下げると、揺動の振幅が
大きくなるが、本発明では、さらに振動減衰手段が設けられていない側面に対する搭載筐
体の側面に制振手段が設けられており、電子機器が制振部材に接触することによって揺動
を効果的に抑制することができる。また、制振手段によって、電子機器が搭載筐体に直接
接触することを効果的に防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態について図１～図３に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００２２】
　以下の実施の形態としては、内蔵する電子機器の一実施形態としてハードディスク装置
を用いる場合について記載するが、内蔵する電子機器は外部からの振動を伝達することが
好ましくない電子機器全般について適用することができる。
【００２３】
　図１（ａ）～（ｄ）は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を示す平面図及び断面図
である。本実施の形態では、ＨＤＤユニット１００が直方体形状である場合について記載
するが、ＨＤＤユニットは他の形状で形成することも可能である。
【００２４】
　図１（ａ）は本実施の形態のＨＤＤユニット１００を上方から見た平面図であり、ＨＤ
Ｄユニット１００を装着する電子機器装着装置２００と共に記載されている。また図１（
ｂ）は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００の側面図である。また図１（ｃ）は、図１
（ａ）のＡ－Ａ’断面図であり、図１（ｄ）は本実施の形態のＨＤＤユニット１００を正
面から見た平面図である。また、図２は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を示す斜
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視図である。
【００２５】
　本実施の形態の電子機器装着装置２００は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を装
着する装置であり、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を電気的に接続するためのコネ
クタ２３０を備えている。コネクタ２３０は、後述するコネクタ接続部１３０に電気的に
接続するコネクタであり、周知の構造のコネクタを用いることができる。
【００２６】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００は、例えば大容量の記録容量を持ち運ぶ記録媒体
として用いることができる。そのため、電子機器装着装置２００はその記録媒体としての
ＨＤＤユニット１００を取り付け、取り外しできる装置であればよい。このような装置は
、例えば設置型、またはノートパソコンなどの持ち運び型のコンピュータの外部記録再生
装置や、車載型道路ナビゲーションシステムの記録再生装置などの周知の装置に用いるこ
とができる。またＨＤＤユニット１００と電子機器装着装置２００との接続方法もネジ止
めなどの周知の方法を用いて接続、固定を行うことができる。
【００２７】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００は、シャーシ１１０、ＦＰＣハーネス部１２０、
コネクタ接続部１３０、ダンパ１４０、フロントグリル１５０、及びハードディスク装置
１６０を備えている。
【００２８】
　シャーシ１１０は、コネクタ接続部１３０及びフロントグリル１５０とともに本実施の
形態のＨＤＤユニット１００の基本骨格構造を形成している。シャーシ１１０は、周知の
ハードディスクマウンタなどと同様に形成することができる。例えば鉄やアルミなどを含
有する合金で形成しても良い。またその外形などは、後述するように用いるハードディス
ク装置１６０などに合わせて形成しても良いし、ＨＤＤユニット１００を装着する電子機
器装着装置２００の形状に合わせて形成しても良い。
【００２９】
　また本実施の形態のＨＤＤユニット１００は、衝撃吸収部１１１を備えている。衝撃吸
収部１１１は、シャーシ１１０上に設けられた衝撃吸収フレーム１１２の表面に設けられ
ており、ハードディスク装置１６０がシャーシ１１０に直接接触しないように形成されて
いる。衝撃吸収部１１１及び衝撃吸収フレーム１１２を設ける位置については詳しくは後
述する。
【００３０】
　コネクタ接続部１３０は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を電子機器装着装置２
００に電気的に接続するためのコネクタ１３１（搭載筐体コネクタ）を備えている。本実
施の形態のコネクタ１３１は、フィルム状に形成されたＦＰＣ（Flexible Printed Circu
it）によって形成されたＦＰＣハーネス部１２０に接続している。ＦＰＣハーネス部１２
０についての詳細は後述するが、本実施の形態のコネクタ１３１では、ＦＰＣハーネス部
１２０のフィルム状のＦＰＣが平面的にコネクタ１３１に接続している。また本実施の形
態のコネクタ１３１は、平面形状の基板として形成されている。
【００３１】
　尚、本実施の形態では、コネクタ１３１の表面と、コネクタ１３１及びＦＰＣハーネス
部１２０の接合面とは、ハードディスク装置１６０のディスク面に平行である。
【００３２】
　コネクタ１３１はまた、ＦＰＣハーネス部１２０を介してハードディスク装置１６０に
設けられているコネクタ１６１（電子機器コネクタ）に電気的に接続している。
【００３３】
　フロントグリル１５０は、ＨＤＤユニット１００においてコネクタ接続部１３０が設け
られている側に対向するシャーシ１１０の側面に設けられている。本実施の形態のＨＤＤ
ユニット１００において、フロントグリル１５０にはシャーシ１１０内部に設けられるハ
ードディスク装置１６０に冷却用の空気を送ることのできる換気スリット１５１が設けら
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れている。
【００３４】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００は、現在市場に流通している形状のハードディス
ク装置を用いることが可能である。また、専用に製作されたハードディスク装置を用いる
こともできる。上記のシャーシ１１０は、これらのハードディスク装置を後述するダンパ
１４０を介して固定することができる形状であればよく、周知の方法で形成することがで
きる。
【００３５】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００に装着されるハードディスク装置１６０は、例え
ば現在市場に流通している２．５インチ型、３．５インチ型などの規格品を装着すること
も可能であるし、さらに専用に製造されたハードディスク装置などを自由に装着すること
ができる。
【００３６】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００では、ハードディスク装置１６０に設けられてい
るコネクタ１６１とコネクタ接続部１３０に設けられているコネクタ１３１とがＦＰＣハ
ーネス部１２０によって物理的に接続されているとともに、電気的に接続されている。本
実施の形態のＨＤＤユニット１００では、ＦＰＣハーネス部１２０はフィルム状に形成さ
れたＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）によって形成されている。ＦＰＣは周知の方法
で形成されている部材を用いることができる。
【００３７】
　本実施の形態のＦＰＣハーネス部１２０は、コネクタ１６１とコネクタ１３１との間に
１個または複数個のスリット１２１を備えている。このスリット１２１は、例えばコネク
タ１６１からコネクタ１３１に延びる方向に沿って設けられていても良い。このようにＦ
ＰＣハーネス部１２０に形成されているスリット１２１によって、ＦＰＣハーネス部１２
０が有する弾性および固有振動数を適宜設定することができる。すなわち、ＦＰＣハーネ
ス部１２０が接しているハードディスク装置１６０の振動を抑えることができる弾性およ
び固有振動数となるように、スリット１２１を形成すればよい。
【００３８】
　そして、本実施の形態のＦＰＣハーネス部１２０は、十分な長さでハードディスク装置
１６０及びコネクタ１３１を接続しており、ＦＰＣハーネス部１２０がハードディスク装
置１６０とコネクタ１３１との間で緩やかに湾曲して接続されていることが好ましい。例
えばコネクタ１６１とコネクタ１３１との間であり、コネクタ１３１にＦＰＣハーネス部
１２０が差し込まれる方向に対して波型に湾曲した形状で接続されていると共にコネクタ
１３１の表面に対しても波型に湾曲した形状で接続されていてもよい。本実施の形態のＦ
ＰＣハーネス部１２０はこのようにコネクタ１６１とコネクタ１３１との間が接続されて
いるため、外部からの振動や衝撃によってＦＰＣハーネス部１２０がハードディスク装置
１６０を物理的に押したり、引っ張ったりする作用を抑えることができる。
【００３９】
　尚、ＦＰＣハーネス部１２０は、コネクタ１３１にＦＰＣハーネス部１２０が差し込ま
れる方向に沿って延設されていても良いし、コネクタ１３１にＦＰＣハーネス部１２０が
差し込まれる方向と異なる方向に向かって延設されていても良い。ＦＰＣハーネス部１２
０は、コネクタ１６１とコネクタ１３１との位置関係に依存して延設することができる。
【００４０】
　また、本実施の形態のダンパ１４０は、シャーシ１１０とハードディスク装置１６０と
を物理的に接続している部材である。本実施の形態のＨＤＤユニット１００では、ダンパ
１４０はハードディスク装置１６０の側面に形成されている。
【００４１】
　図３は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００を上方から見た平面図であり、図１（ａ
）に示すシャーシ１１０の一部を透視するように記載している。本実施の形態のダンパ１
４０は、図３に記載するように、ハードディスク装置１６０のディスク面に対して垂直な
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ハードディスク装置１６０の側面であって、コネクタ１３１及びフロントグリル１５０に
対向しない側面にそれぞれ２個ずつ、合計４個設けられている。つまり、ハードディスク
装置１６０の対向する一対の側面にそれぞれ２個ずつ、合計４個のダンパ１４０が設けら
れている。
【００４２】
　これらのダンパ１４０は、ハードディスク装置１６０の上記の側面の任意の位置に設け
てもよいが、例えばハードディスク装置１６０が固定用として備えている図示しない取り
付けネジ部に固定されていても良い。またこれらの４個のダンパ１４０は、ハードディス
ク装置１６０の側面の対称となる位置に設けても良い。すなわち、一方の側面に設けられ
た２個のダンパ１４０と他方の側面に設けられた２個のダンパ１４０とが、ハードディス
ク装置１６０の中心に対して対称となるように設けてもよい。このようにハードディスク
装置１６０がシャーシ１１０に設置されることによって、安定して設置することができる
。
【００４３】
　尚、ダンパ１４０はハードディスク装置１６０にネジ止めなどの周知の方法で固定する
ことができる。
【００４４】
　本実施の形態のダンパ１４０は、外部からシャーシ１１０に与えられた振動を吸収、緩
和する部材であり、弾性を有する部材で形成されている。本実施の形態のＨＤＤユニット
１００では、衝撃などによって外部から加えられた振動を振幅が大きい揺動として振動す
る部材であることが好ましい。同じエネルギーの衝撃を外部から受けた場合、本実施の形
態のダンパ１４０のように大きな振幅の揺動として振動する部材では、振動の周期が長く
なる（固有振動数が小さくなる）傾向がある。このような部材としては、例えば衝撃など
の振動を和らげる効果の高い弾性部材などが適している。例えばこのような部材はシリコ
ンゴムなどの弾性部材で形成されていても良いし、オイルなどの流体で支えられている弾
性部材で形成されていても良い。このようなダンパとして、例えばPioneer material Pre
cision Techが硬度及び材質としてＩＩＲ１０°として表記する商品として供給している
ダンパなどを用いることができる。
【００４５】
　ここで、衝撃吸収部１１１及び衝撃吸収フレーム１１２を設ける位置について詳しく記
載する。上述のように、ハードディスク装置１６０がハードディスク装置１６０のディス
ク面に対して垂直なハードディスク装置１６０の側面に設けられたダンパ１４０によって
保持されている。そのため、ハードディスク装置１６０の側面にダンパ１４０が設けられ
ていない側面では、ハードディスク装置１６０とシャーシ１１０とが接触する可能性があ
る。
【００４６】
　そのため、衝撃吸収部１１１及び衝撃吸収部１１１を設ける衝撃吸収フレーム１１２は
、コネクタ接続部１３０が設けられている側及びフロントグリル１５０が設けられている
側のハードディスク装置１６０の側面を保護するように設けられることが好ましい。
【００４７】
　本実施の形態では、図１（ｃ）及び図３に示すように、衝撃吸収フレーム１１２はコネ
クタ接続部１３０が設けられている側及びフロントグリル１５０が設けられている側に面
したハードディスク装置１６０の側面から４ｍｍ離れた位置に、前記側面に平行な面とし
てシャーシ底面から垂直に延設して形成されている。そして、衝撃吸収フレーム１１２の
４箇所に、ハードディスク装置１６０の側面であり、角に近い位置に対向する位置に、衝
撃吸収部１１１が形成されている。
【００４８】
　衝撃吸収部１１１は、シリコンゴムなどの弾性部材で形成され、例えば株式会社ジェル
テック社が供給しているθ７、厚み２ｍｍの部材などの衝撃吸収性に優れる部材を用いる
ことができる。
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【００４９】
　また、衝撃吸収部１１１は、衝撃吸収部１１１とハードディスク装置１６０とが振動発
生時に緩やかに接触する距離になるように設けられることが好ましい。例えば衝撃吸収部
１１１とハードディスク装置１６０とが２ｍｍの間隔を開けて配置されることが好ましい
。
【００５０】
　このように形成されたＨＤＤユニット１００に振動が作用した場合の動作について説明
する。
【００５１】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００では、外部からシャーシ１１０に与えられた振動
及び衝撃が大きな振幅の揺動に変換するダンパ１４０によって振動を減衰するとともに、
シャーシ１１０から延設する衝撃吸収部１１１にハードディスク装置１６０が接触するこ
とによって外部からシャーシ１１０に与えられた振動が制振される。
【００５２】
　外部からシャーシ１１０に振動が与えられると、ダンパ１４０は振幅の大きい、そして
振動の周期の長い振動としてハードディスク装置１６０を揺らす。例えば上記のＩＩＲ１
０°のダンパと、これよりも硬いＩＩＲ３０°のダンパを用いて同様に衝撃を与えると、
ＩＩＲ１０°のダンパでは振幅４．３６ｍｍ、振動周波数１７．１Ｈｚで振動したが、Ｉ
ＩＲ３０°のダンパでは振幅０．３６ｍｍ、振動周波数４８．２Ｈｚで振動した。つまり
弾性の小さいＩＩＲ１０°のダンパでは外部からシャーシ１１０に与えられた振動が大き
な振幅の揺動に変換されていることがわかる。
【００５３】
　このような弾性の小さい部材をダンパとして用いると、振動を和らげる効果が高くなる
一方、振動がなかなか減衰しないという問題が生じていた。
【００５４】
　本実施の形態のＨＤＤユニット１００では、ダンパ１４０によって大きな振幅の揺動に
変換された外部からの衝撃によるエネルギーを効果的に減衰させるために、ハードディス
ク装置１６０がシャーシ１１０に設けられた衝撃吸収部１１１に接触し、ハードディスク
装置１６０の振幅を抑制している。
【００５５】
　次に示す表１は、本実施の形態のＨＤＤユニット１００に用いるダンパ１４０をＩＩＲ
１０°のダンパと、ＩＩＲ３０°のダンパを用いた場合の実施の一例であり、図４は、当
該実施の一例の結果を示すグラフである。また表１では、ＩＩＲ１０°のダンパに加えて
、２ｍｍ角に切断した厚２ｍｍの上記θ７の衝撃吸収材を図１（ｃ）及び図３に示すよう
に衝撃吸収部１１１としてシャーシ１１０に設けた場合についても記載している。このと
き、衝撃吸収部１１１とハードディスク装置１６０とは、それぞれ２ｍｍずつ間隔をあけ
て設けている。
【００５６】
　尚、表１では、衝撃吸収部１１１とハードディスク装置１６０との間隔を２ｍｍに設定
しているため、衝撃吸収部１１１を設けた場合には片振幅の値は計測していない。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　このように、弾性の小さいＩＩＲ１０°のダンパを用いると大きな振幅で揺動し、振幅
のエネルギーが大きくなるためハードディスク装置１６０に生じる最大加速度が大きくな
る。また、弾性の大きいＩＩＲ３０°のダンパを用いても、高周波数において、最大化速
度が大きくなる。一方、ＩＩＲ１０°のダンパとθ７の衝撃吸収材とを用いると、振動周
波数に関わらず最大加速度が小さくなることが示された。
【００５９】
　つまり、やわらかいダンパ１４０を用いて振動を和らげつつ振動周波数を下げて大きな
振幅でハードディスク装置１６０を揺動させ、衝撃吸収部１１１に緩やかに接触させるこ
とによって揺動の振幅を小さくすると、振動を効果的に制振するすることができる。
【００６０】
　なお本発明は、以上説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示し
た範囲で種々の変更が可能である。また、上記の発明で説示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上のように、本発明では、ハードディスク装置の側面に形成された弾性のやわらかい
ダンパによってハードディスク装置がＨＤＤユニットのシャーシに固定され、大きな振幅
でハードディスク装置を揺動させるとともに、ハードディスク装置の周囲に設けられた制
振部材にハードディスク装置を緩やかに接触させ、ハードディスク装置の揺動を制振する
構成である。そのためダンパと制振部材との相乗効果により、内蔵するハードディスク装
置に生じた振動を効果的に制振することができる。そのため、本発明は、設置型、または
ノートパソコンなどの持ち運び型のコンピュータの外部記録再生装置や、車載型道路ナビ
ゲーションシステムの記録再生装置などの周知の大容量記録再生装置、またはその大容量
記録再生装置を着脱可能に持ち運ぶ用途に利用することができるだけでなく、さらには、
振動に弱い電子機器を着脱可能に持ち運ぶ用途に広く応用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】（ａ）～（ｄ）は本発明における電子機器ユニットの実施の一形態を示す図であ
り、（ａ）は本発明における電子機器ユニットを上方から見た平面図であり、（ｂ）は側
面図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ’断面図、（ｄ）は正面から見た平面図である。
【図２】本発明における電子機器ユニットの実施の一形態を示す図であり、図１の電子機
器ユニットの斜視図である。
【図３】図１の電子機器ユニットを上方から見た平面透視図であり、シャーシの一部を透
視するように記載した平面透視図である。
【図４】ＨＤＤユニットに振動を与えた場合の振動周波数と最大加速度との関係を示すグ
ラフである。
【図５】従来のＨＤＤユニットを示す平面図である。
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【図６】従来のＨＤＤユニットを示す平面図である。
【符号の説明】
【００６３】
１００　ＨＤＤユニット（電子機器）
１１０　シャーシ（搭載筐体）
１１１　衝撃吸収部（制振手段）
１１２　衝撃吸収フレーム
１２０　ＦＰＣハーネス部
１２１　スリット
１３０　コネクタ接続部
１３１　コネクタ
１４０　ダンパ（振動減衰手段）
１５０　フロントグリル
１５１　換気スリット
１６０　ハードディスク装置
１６１　コネクタ
２００　電子機器装着装置
２３０　コネクタ

【図１】 【図２】

【図３】
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